
　

町
で
は
、
素
晴
ら
し
い
水
環
境
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
、
環
境
へ

の
負
荷
が
少
な
い
浄
化
槽
の
設
置
を
推
進
し
、
き
れ
い
な
川
を
後
世

ま
で
守
っ
て
い
こ
う
と
努
め
て
い
ま
す
。
そ
の
推
進
の
た
め
に
浄
化

槽
を
設
置
さ
れ
る
方
に
対
し
て
、
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
ご

家
庭
で
、ま
た
は
地
域
で
の
浄
化
槽
設
置
推
進
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

◎
町
で
は
浄
化
槽
を
設
置

さ
れ
る
方
に
対
し
、
次

の
①
、
②
の
内
容
で
補

助
金
の
交
付
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

浄
化
槽
は
、「
し
尿
（
ト
イ
レ

の
水
）」、「
生
活
雑
排
水
（
台
所

や
お
風
呂
の
水
）」
な
ど
、
家
庭

か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
を
き
れ

い
な
水
へ
と
浄
化
し
て
、
河
川

な
ど
に
放
流
す
る
た
め
の
施
設

で
す
。
現
在
、
浄
化
槽
が
設
置

さ
れ
て
い
な
い
家
庭
か
ら
排
出

さ
れ
た
生
活
雑
排
水
は
、
洗
剤

や
油
分
を
含
ん
だ
ま
ま
の
状
態

で
河
川
へ
垂
れ
流
さ
れ
た
り
、

地
下
へ
浸
透
し
た
り
し
て
い
る

た
め
、
自
然
環
境
へ
大
き
な
悪

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

　

豊
か
な
水
環
境
を
守
る
た
め
、

ご
家
庭
で
、
ま
た
は
地
域
一
体

と
な
っ
て
浄
化
槽
設
置
の
推
進

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

家
庭
に
設
置
す
る
浄
化
槽
の

大
き
さ
（
人
槽
）
は
次
の
表
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
10

人
槽
以
上
の
浄
化
槽
を
設
置
す

る
場
合
は
事
前
に
役
場
住
民
環

境
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

設置基準
設置する
浄化槽

延床面積
130㎡以下の住宅

５人槽

延床面積
130㎡超過の住宅

７人槽

２世帯住宅・大家族
住宅

10 人槽

①個別整備：個人で浄化槽を設置するもの

　個別整備に対する補助金額
人槽 補助金額
５人槽 ３５４，０００円
７人槽 ４８５，０００円
10 人槽 ７７０，０００円

②面的整備：集落内の複数の方が浄化槽を設置することで、集落の浄化槽整備率が 80％以上となるもの

　面的整備に対する補助金額（以下のように、浄化槽設置前の集落内の浄化槽整備率により補助金額が変わります。）
　（１）集落の面的整備実施前の浄化槽整備率が 30％未満の場合の補助金額

人槽 補助金額
５人槽 ５１８，０００円
７人槽 ７０７，０００円
10 人槽 １，１１３，０００円

　（２）集落の面的整備実施前の浄化槽整備率が 30％以上 50％未満の場合の補助金額
人槽 補助金額
５人槽 ４８１，０００円
７人槽 ６５６，０００円
10 人槽 １，０３３，０００円

　（３）集落の面的整備実施前の浄化槽整備率が 50％以上 80％未満の場合の補助金額
人槽 補助金額
５人槽 ４０７，０００円
７人槽 ５５５，０００円
10 人槽 ８７４，０００円

※「面的整備」は集落単位で浄化槽を設置するものですので、事前に集落の皆さんで検討していただく
必要があります。
　わかりにくいところなどありましたら、集落に出向き、説明会を開催することも可能ですので、住
民環境課までお問い合わせください。

※ただし、「浄化槽の設置費用の 70％」と「左
の表の金額」を比較し、低い方の額が補助金
額となります。

※ただし、「浄化槽の設置費用の 65％」と「左
の表の金額」を比較し、低い方の額が補助金
額となります。

※ただし、「浄化槽の設置費用の 55％」と「左
の表の金額」を比較し、低い方の額が補助金
額となります。

浄
化
槽
で

き
れ
い
な
川
を
後
世
に

○
問
い
合
わ
せ　

役
場 
住
民
環
境
課 

環
境
衛
生
係 

電
話
：
７
２

－

０
７
６
７

粗大ごみの回収日のうち年４回
　　　　　　回収しています。

　出されるときは、紙
ケースなどには入れず、
そのまま青いカゴに入れ
てください。
※割れた物もリサイクル
　できるようになり　　
　ました。

山都町　住民環境課　環境衛生係　（電話７２－０７６７）

1819


